
 

○松山市介護保険特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実施要綱 

制 定 平成 16年 12月 21日要綱第 69号 

改正 平成 17 年 6 月 30 日要綱第 48号 

改正 
平成 17 年 9 月 30 日要綱第 64号 

平成 18 年 3 月 31 日要綱第 32号 

改正 平成 26 年 8 月 4 日要綱第 74号 

改正 平成 31 年 3月 29 日要綱第 11 号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要

綱（平成１２年老発第４７４号別添４）に基づき，本市の離島等地域（離島振興法（昭和２８

年法律第７２号）第２条第１項の規定に基づき指定された松山市内の離島振興対策実施地域を

いう。）における訪問介護の利用者負担額の一部を軽減することにより，介護保険サービスの

利用促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 訪問介護 介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８条第２項に 

 規定する訪問介護及び法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち 

 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６３の２第１項第１号イ 

 に規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス（次号において「旧介護予防訪問介護」 

 という。）をいう。 

(2) 利用者負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生

省告示第１９号）により算出した訪問介護に係る費用の額（その額が現に当該訪問介護に要

した費用の額を超えるときは，当該現に要した費用の額とする。）から訪問介護に係る法第

４１条第１項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額及び松山市介護予防・日常生

活支援総合事業実施要綱（平成２８年１２月２６日制定。次号において「実施要綱」という。）

第６条第１項に規定する第１号事業支給費の額（旧介護予防訪問介護に係るものに限る。）

をいう。 

(3) 要介護被保険者等 法第４１条第１項に規定する要介護被保険者及び実施要綱第４条に規

定する居宅要支援被保険者等をいう。 

(4) 社会福祉法人等 事業所が離島等地域にあり，利用者負担額の軽減を実施する旨を本市に

申し出た社会福祉法人又はこれに類する団体として市長が認める団体をいう｡ 

（軽減対象者） 

第３条 軽減対象者は，本市の要介護被保険者等のうち市町村民税本人非課税の者（生活保護受

給世帯に属する者を除く。）であって，次に掲げる諸規程に基づく措置の適用を受けていないも

のとする。 

(1) 松山市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱（平成１７年要

綱第４８号） 

(2) 愛媛県被爆者介護保険等利用助成事業実施要綱（平成１４年４月１日施行） 



(3) 社会福祉法人による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免取扱要綱

（平成１７年要綱第６４号） 

２ 前項の市町村民税の非課税の判定は，当該年度（４月から７月においては，前年度）の課税

実績によるものとする｡ 

（軽減の程度） 

第４条 前条の軽減対象者に対する軽減の程度は，利用者負担額の１割とする。 

（申請） 

第５条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は，あらかじめ社会福祉法人等利用者負担軽減

対象確認申請書（様式第１号。以下「確認申請書」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は，前項の確認申請書を受けたときは，速やかに軽減の適否を審査の上，社会福祉法人

等利用者負担軽減対象決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」という。）によりその結

果を申請者に通知するものとする。 

３ 市長は，前項の通知を行う場合において，軽減対象者として確認された者については，決定

通知書にあわせ，社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（様式第３号。以下「確認証」という。）

を交付するものとする｡ 

（確認証の提示） 

第６条 軽減対象者が対象サービスを利用する場合は，あらかじめ当該サービスを提供する社会

福祉法人等に，確認証を提示しなければならない。 

（確認証の有効期限） 

第７条 確認証の有効期限は，確認申請のあった日の属する年度の翌年度の７月３１日までとす

る。 

（社会福祉法人等に対する助成） 

第８条 市長は，社会福祉法人等がこの要綱に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は，当該

社会福祉法人等に対し軽減相当分の費用の一部を助成するものとする。 

２ 前項に規定する助成の対象額は，第４条の規定に基づき軽減した額とし，助成の額はその２

分の１の額とする。 

３ 第１項の助成を受けようとする社会福祉法人等は，必要な書類を添付の上，市長に申請しな

ければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める｡ 

付  則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成１７年１月１日から施行する｡ 

（編入に伴う経過措置） 

２ 中島町の編入の日前に，編入前の中島町介護保険特別地域加算に係る利用者負担軽減事業実

施要綱（平成１２年１０月１日施行）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，この

要綱の相当規定によりなされたものとみなす｡ 



付  則（平成１７年６月３０日要綱第４８号） 

この要綱は，平成１７年７月１日から施行する｡ 

付  則（平成１７年９月３０日要綱第６４号） 

この要綱は，平成１７年１０月１日から施行する｡ 

  付  則（平成１８年３月３１日要綱第３２号） 

この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

    付  則（平成２６年８月４日要綱第７４号） 

  この要綱は，公布の日から施行する。 

付  則（平成３１年３月２９日要綱第１１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の第２条の規定は，この要綱の施行の日以後に提供された訪問介護に

係る利用者負担額について適用し，同日前に提供された訪問介護に係る利用者負担額について

は，なお従前の例による。 

 



 

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 
（離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の軽減措置） 

 

フ リ ガ ナ 

被保険者氏名 

 
保険者番号 

 3 8 2 0 1 0 
 

被保険者番号 
          

生 年 月 日         年  月  日生 性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

                     

電話番号 

利用者負担額 

減額申請理由 

 

 

 （あて先）松山市長  
  
  上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の申請をします。 

  なお，申請に当たり必要な個人住民税の課税状況を担当職員が確認することに同意い

たします。また、介護サービス計画等を作成するために、特に必要があると認められると

きは、認定結果を松山市から地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス

事業者又は介護保険施設の関係人に提示することに同意します。 

                                 年  月  日 
 
 
 

     住 所 
 
  申請者                        電話番号 
 
     氏 名                   

 

市記入欄 

交付年月日 備 考 担当者 

    年  月  日 
  

適用年月日 入 力 

    年  月  日 
       か ら 

 

有 効 期 限 受 付 

    年  月  日 
       ま で 

 

様式第 1 号(第 5 条関係) 

 



様式第 2 号(第 5 条関係) 

 

 

 

松山市介護保険 社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書 

（ 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の軽減措置 ） 

 

     年   月   日 

松山市長               印 

 

 先に申請のありました，介護保険社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請については，

下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

被 保 険 者 番 号            

被 保 険 者 氏 名  

決 定 年 月 日    年   月   日 

決 定 事 項  

１

承

認

す

る 

適用年月日   年  月  日    （承認内容） 

有効期限    年  月  日 

 

 

確認番号 

２

承

認

し

な

い 

理 由 

不服の申立て 

この通知について不服があるときは，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以

内に，愛媛県介護保険審査会に審査請求をすることができます。

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

 

 

社会福祉法人等利用者負担軽減確認証 
（ 離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担の軽減措置 ）  

交 付 年 月 日       年  月  日 

 

被

保

険

者

 
 

番 号             

住 所  

 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日        年  月  日 生 

適 用 年 月 日       年   月   日から 

有 効 期 限       年   月   日まで 

確 認 番 号  

軽 減 内 容 

( 給 付 率 ) 
 

保 険 者 番 号 

並 び に 保 険 

者 の 名 称 及 

び 印 

 

               

松山市二番町四丁目７番地２ 
 

松 山 市 
 

電話  

【 注 意 事 項 】 

１ 次の介護サービスを受けるときは，必ず事前に，この確認証を事業者に提

出してください。 

対象になるサービス  （ 訪 問 介 護 ） 

 

２ この確認証は，松山市に申出のあった事業者に対してのみ有効です。 

 

３ 前記のサービスを利用した場合，本人負担分が軽減内容に記載される給

付率となります。 

 

４ 被保険者の資格がなくなったとき，軽減額認定の要件に該当しなくなった

とき，軽減の認定証の有効期限に至ったときは，遅滞なく，この確認証を松

山市に返してください。また，転出の届出をする際には，この確認証を添え

てください。 

 

５ この確認証の上記の記載事項に変更があったときは，１４日以内に，この

確認証を添えて，松山市にその旨を届け出てください。 

 

６ 不正にこの確認証を使用した者は，刑法により詐欺罪として懲役の処分を

受けます。 

 

 


